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概要
一般の文書要約で使われている ROUGEなどの自
動評価指標は判決書自動要約タスクでも使われてい
る．しかし既存の自動評価指標では判決書要約文に
不可欠な要素が，要約文に含まれているかを評価す
ることができない．本研究では，判決書要約文に特
化した評価ルーブリックを策定し，それに基づいて
法律の専門家による人手評価を行う．そして，その
評価データを利用して判決書要約文に特化した自動
評価器を構築する．構築した評価器をカッパ係数で
評価し，自動評価器と正解データとの一致度が人手
評価者の間の一致度を部分的に上回ることを示す．

1 背景
日本において，民事判決のオープンデータ化の構

想が進んでいる．現状では裁判所が公開する民事判
決の数は限られているが，オープンデータ化によっ
てその数は増大すると考えられる [1]．
大量の判決書を効率的に活用する方法の一つとし

て自動要約が挙げられる．通常，判例集などに掲載
される判決書には，判示事項と呼ばれる判決書の要
約文に相当するテキストが付されている．判示事項
は法律の専門家が判決書を検索したり，判決書の内
容を素早く把握する際に利用される．現状では判示
事項は人手で記述されているが，大規模言語モデル
で判示事項を自動生成することで，大量の判決書の
効率的な利用が可能になると期待されている．
法律系文書の自動要約の研究は既に存在するが，

既存の研究では生成要約文の評価に ROUGE [2]や
BERTScore [3] などの自動評価指標を利用してい
る [4, 5]．判示事項には，裁判における原告と被告
の主張が対立している部分である「争点」が含まれ
ることが望ましいとされるが，既存の自動評価指標
では「争点を含むか」のような判示事項特有の観点
での評価ができないという課題がある．
本研究では，法律の専門家と協力して判決書要約

文に特化した評価ルーブリックを策定する．その
ルーブリックに基づく人手評価を行い，その評価
データを利用して LLMベースの自動評価器を構築
する．さらに自動評価器と人手評価の一致度と，異
なる評価者同士の人手評価の一致度の比較を行う．

2 関連研究
Calzolariら [6]は刑事訴訟判例の要約文評価の手
法を提案した．刑事訴訟において，犯行の意図は罪
の成立要件に関わる重要な要素である．この点に着
目し Calzolariらは要約文に犯行の意図を示す表現が
過不足なく含まれているか，という情報に基づく評
価手法を提案した．本研究で扱う民事訴訟判例にお
いても，争点のような民事判例において重要な要素
が要約文に含まれるかどうかが要約の質を左右す
る．本研究で策定するルーブリックでは 8種類の評
価観点を設定するが，その内の 5種類はある要素を
含むかどうかに関する観点である．
近年では LLM を利用した要約評価の研究も行
われている．Siledarら [7]は意見要約文の 7種類の
評価観点に基づく評価値を出力する自動評価器を
LLMを利用して構築した．Siledarらは各評価観点
に対し，5段階で評価基準を定めた．Siledarらの手
法はプロンプトに評価基準の内容を入力する手法で
あり，既存の評価指標よりも人手との相関が高いこ
とが示されている．本研究においてもルーブリック
の内容をプロンプトに入力する手法を実験する．

3 データセット
3.1 生成要約文
判決書要約文の人手評価を行うために，評価対
象となる要約文を自動要約器で生成する．自動要
約器は Swallow-MX-8x7b-NVE-v0.1 [8]を QLoRA [9]
でファインチューニングして構築する．ファイン
チューニングには株式会社 LICによって提供された
民事通常訴訟事件の判決書と判示事項の組 4,899件
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を利用する．構築した自動要約器で 400件の判決書
を要約し，その要約文を人手評価用のデータとして
使う．表 6に生成要約文と，人手で書かれた判示事
項の例を示す．

3.2 評価ルーブリック
人手評価と自動評価の評価基準となるルーブリッ

クを表 1に示す．評価観点は 8種類あり，各観点は
3段階で評価する．このルーブリックは法律の専門
家と協力して定めた．
ルーブリック中の事案の概要とは当事者（被告と

原告）の関係や紛争に至る背景を説明したものであ
る．争点とは，当事者の主張の間で相違が生じてい
る点のことであり，争点に対する判断とは争点に対
して裁判所が下した判断のことである．争点が複数
ある場合にはそれぞれの争点に対する判断が下され
る．請求とは原告が被告に対して請求している行為
のことである．例えば，賠償金の支払いの請求もこ
れに該当する．請求に対する結論は原告の請求に対
して裁判所が下した判断のことであり，請求を認容
したか，あるいは棄却したかが主な内容になる．判
例によっては，請求の一部を認容し一部を棄却する
場合もある．

3.3 人手評価
3.1で生成した要約文 400件に対してルーブリッ

クに基づく人手評価を実施する．また，ルーブリッ
クに基づく評価の他に，要約文に対するコメントを
自由記述する．
評価者は合計で 8名で，4ペアに分かれて評価す

る．要約文 400件を 100件ずつに分け，それぞれを
異なるペアに割り当てる．各ペアは最初に，各自が
独立して評価を実施し，その後ペア内で合議をして
最終的な評価を決定する．
収集した合議後の評価データ 400件を学習セット

160件，開発セット 120件，テストセット 120件に
分割する．

4 手法
収集した人手評価データを用いて，判決書要約

文評価器を構築する．評価器のベースモデルには
OpenAI 社が提供する gpt-4o-mini-2024-07-18 [10] を
利用する．学習と推論は OpenAI APIを利用して行
う．プロンプトを表 7に示す．
手法はZero-shot，Few-shot，Fine-tuning，Fine-tuning-

with-commentsの 4つである．
Zero-shotでは学習を行わずモデルに判決書と要約
文のみを入力し，評価スコアを生成させる．

Few-shotでは，評価対象の判決書と要約文の前に
サンプルとして 5 件の判決書と要約文と人手評価
の三つ組を入力する．サンプル 5件を選定する際に
は，各評価観点について，スコア 0，1，2のすべて
がサンプル 5件の人手評価スコアの中に 1つ以上含
まれるようにした．表 2に Few-shotに使ったサンプ
ルの人手評価の値を示す．

Fine-tuningでは学習セットと開発セットを使って
人手評価を学習する．

Fine-tuning-with-comments でも学習を行うがこの
手法では判決書と生成要約文を入力し，評価コメ
ントと評価スコアを生成する学習を行う．この手
法は Chain-of-Thought（CoT） [11]から着想を得てい
る．CoTでは LLMがタスクを解く際の思考の過程
を生成させ，最終的なタスクの精度を向上させる．
例えば，算数の文章問題を解くタスクで途中式を出
力させることで精度が向上することが報告されてい
る [11]．Fine-tuning-with-comments では評価スコア
の根拠としてコメントを生成させることで通常の
Fine-tuningよりも精度が向上することを期待する．
学習を行う手法ではエポック数を 3に設定する．
モデルの学習には学習セットと開発セットを使い，
テストセットで手法を評価する．ただし手法の探索
の過程では学習セットのみでモデルの学習を行い，
開発セットでの評価を行なった．
モデルの評価は各評価観点ごとに Quadratic

Weighted Kappa（QWK） [12]で行う．

5 結果
各手法の生成スコアの正解スコアに対する一致度
を表 3に示す．また，評価器のパフォーマンスの比
較対象として各ペア内の合議前の評価スコアの一致
度を QWKで評価した結果を表 4に示す．ただし，
表 3の値はテストセット 120件における生成スコア
と合議後人手スコアを比較しているのに対し，表 4
の値は 400件全ての合議前人手スコアを比較してい
る点に留意されたい．

5.1 手法の比較
Zero-shotは「 4O請求に対する結論を含む」以外で，

Few-shot は「 3O争点に対する判断を含む」以外で
QWKが 0.2を下回った．Landisら [13]の基準（表 5
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表 1 判決書要約文評価ルーブリック
評価観点 スコア 2 スコア 1 スコア 0

1O事案の概要 含んでいる。 含んでいるが内容が不十分。 含んでいない。もしくは記
述されているが判決書本文
とは全く関係がない。

2O争点を含む 含んでいる。 含んでいるが内容が不十分。 含んでいない。もしくは記
述されているが判決書本文
とは全く関係がない。

3O争点に対する判断を含む 含んでいる。 含んでいるが内容が不十分。 含んでいない。もしくは記
述されているが判決書本文
とは全く関係がない。

4O請求に対する結論を含む 含んでいる。 含んでいるが内容が不十分。 含んでいない。もしくは記
述されているが判決書本文
とは全く関係がない。

5O判決書に対して矛盾を含
まない

矛盾がない。 矛盾ではないが、判決書に
記述されていない内容を含
む。

矛盾を含む。

6O文法上適切である 問題なし。 判示事項として不自然な表
現を含む。（です・ます調な
ど）

文法的に正しくない表現を
含む。もしくは文として破
綻している。

7O適切な長さである 問題なし。 実用に耐えうるが、より簡
潔に記述するべきである。

実用に耐えない程度に長い。

8O論理的な一貫性がある 論の展開や記述の順
番に破綻がない。

実用に耐えうるが、論理の
展開や記述の順番が不自然
である。

論理の展開や記述の順番に
破綻がある。

表 2 Few-shot用サンプルの人手評価スコア
評価基準 1O事案の

概要を含
む

2O争点を
含む

3O争点に
対する判
断を含む

4O請求に
対する結
論を含む

5O判決書
に対して
矛盾を含
まない

6O文法上
適切であ
る

7O適切な
長さであ
る

8O論理的
な一貫性
がある

サンプル 1 2 2 2 2 2 2 2 2
サンプル 2 2 0 0 0 0 0 0 0
サンプル 3 1 1 1 1 1 1 1 1
サンプル 4 0 2 1 2 1 2 2 1
サンプル 5 1 1 1 2 2 2 1 2

参照）では 0.0～0.2は「わずかな一致」とされる．
Few-shotは 5観点で Zero-shotを上回っているもの

の，残りの 3 観点では下回り，本タスクにおいて
Few-shotの有用性は確認できなかった．
「 1O事案の概要を含む」と「 6O文法上適切である」
は Fine-tuning が最良となり，それ以外の 6 観点は
Fine-tuning-with-comments が最良となった．大半の
評価観点において，モデルにスコアの根拠となるコ
メントを生成させることでスコア予測の精度が高ま
ることが確認された．

5.2 評価器と人手評価の比較
表 3の Zero-shot及び Few-shotと表 4の各ペアの

一致度を比較する．Zero-shotは「 3O争点に対する判
断を含む」と「 4O請求に対する結論を含む」におい
てペア Aを上回っているがそれ以外では全てのペア

の一致度を下回っている．Few-shotにも同様の傾向
が見られる．このため，Zero-shotと Few-shotの性能
は人間に劣ると考えられる．
最も精度が高い Fine-tuning-with-commentsと人手
の各ペアの一致度を比較する．「 4O請求に対する結
論を含む」は 4ペア全ての一致度を評価器が上回っ
た一方で，「 6O文法上適切である」は 4ペア全ての一
致度を下回った．それ以外の観点では評価器が上回
るペアと下回るペアが混在する結果となった．この
結果から Fine-tuning-with-commentsは人間とほぼ同
程度の性能であると考えられる．

5.3 人手評価の分析
表 4中に示されたカッパ係数の値の分布を表 5に
示す．「まずまずの一致」から「中程度の一致」に該
当するものが多いが，「わずかな一致」に該当する
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表 3 正解スコアに対する一致度（太字は最高値）
手法 \評価基準 1O事 案

の 概 要
を含む

2O争 点
を含む

3O争 点
に 対 す
る 判 断
を含む

4O請 求
に 対 す
る 結 論
を含む

5O判 決
書 に 対
し て 矛
盾 を 含
まない

6O文 法
上 適 切
である

7O適 切
な 長 さ
である

8O論 理
的 な 一
貫 性 が
ある

Zero-shot 0.082 0.146 0.198 0.210 0.022 0.020 -0.032 0.008
Few-shot 0.086 0.196 0.203 0.019 0.000 0.009 0.072 0.013
Fine-tuning 0.403 0.136 0.211 0.573 0.101 0.296 0.332 0.168
Fine-tuning-with-comments 0.384 0.387 0.263 0.591 0.243 0.215 0.361 0.320

表 4 合議前の人手評価の一致度
ペア \評価基準 1O事 案

の 概 要
を含む

2O争 点
を含む

3O争 点
に 対 す
る 判 断
を含む

4O請 求
に 対 す
る 結 論
を含む

5O判 決
書 に 対
し て 矛
盾 を 含
まない

6O文 法
上 適 切
である

7O適 切
な 長 さ
である

8O論 理
的 な 一
貫 性 が
ある

ペア A 0.402 0.216 0.145 0.196 0.327 0.235 0.085 0.222
ペア B 0.443 0.463 0.407 0.299 0.262 0.328 0.564 0.277
ペア C 0.147 0.150 0.285 0.311 0.184 0.220 0.397 0.183
ペア D 0.423 0.443 0.370 0.411 0.362 0.420 0.429 0.441

ものも 7件見られた．また，「かなりの一致」以上に
該当する 0.6以上のカッパ係数は見られなかった．
この結果から，本研究で行なった評価作業は専門家
の間でも意見が分かれるタスクであったといえる．
特に「 5O判決書に対して矛盾を含まない」は全ての
ペアで 0.4を下回っており，矛盾に関する評価は意
見の相違が生じやすいものであったとみられる．
今回使用したルーブリックは比較的簡潔に記述さ

れており，評価者間でルーブリックの解釈に差異が
生じていた可能性がある．これにより評価者間の評
価スコアの不一致が生じたと考えられる．
信頼性の高い人手評価データを収集するために

は，ルーブリック策定の段階で評価基準を詳細に定
義することが有効であると考えられる．

表 5 表 4のカッパ係数の分布
範囲 Landisら [13]の基準 度数

0.0 < 𝜅 ≤ 0.2 わずかな一致 7

0.2 < 𝜅 ≤ 0.4 まずまずの一致 14

0.4 < 𝜅 ≤ 0.6 中程度の一致 11

0.6 < 𝜅 ≤ 0.8 かなりの一致 0

0.8 < 𝜅 ≤ 1.0 ほとんど完全一致 0

6 結論
本研究では判決書要約文の人手評価と，自動評価

器の構築を行なった．Zero-shotや Few-shotでは高い
精度が確認できなかったが，評価器にスコアととも

にコメントを生成させる学習をすることにより精度
が向上することが確認された．評価器の生成スコア
と正解スコアの一致度は部分的に人手評価同士の一
致度を上回り，特に「 4O請求に対する結論を含む」
という観点では全てのペアの一致度を上回った．
今後の展望として，評価器のさらなる精度向上と
要約器の精度向上への応用が挙げられる．
評価器の精度向上の方法として，評価ルーブリッ
クの詳細化が挙げられる．本研究では表 1のルーブ
リックを人手評価と自動評価器のプロンプトに共通
して使用したが，人手評価の際には各評価者がルー
ブリックより詳細な評価基準を持って作業を行なっ
ていた可能性がある．したがって，評価者の評価基
準を言語化してプロンプトに記述することで評価器
の精度が向上すると考えられる．また，詳細化した
ルーブリックで再度人手評価を実施すれば信頼性の
高いデータを収集できると考えられる．そのように
して収集したデータで評価器を構築すればさらに高
い精度の評価器になる可能性がある．
本研究で構築した評価器を要約器の評価に利用す

ることで要約性能の改善が期待できる．例えば生成
要約文を自動評価し，その評価が高いものを使って
再び要約器の学習することで要約精度が向上すると
考えられる．また，強化学習における報酬関数とし
て自動評価器を利用することも可能である．
今後は以上のような評価器及び要約器改善の手法

を探求する予定である．
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付録
表 6 判示事項と生成要約文の例

判示事項 追突事故に遭った妊婦が事故の約二か月後に早産で未熟児を出産し、難聴や精神発達遅
滞の後遺障害が生じたことについて、事故との相当因果関係を肯定し、その損害の賠償を
認めた事例

生成要約文 交通事故に遭った妊婦が早産し、未熟児として出生した子供が高度の難聴及び精神発達遅
滞の後遺障害が残った場合につき、事故と障害との間に相当因果関係が認められた事例

表 7 評価器用プロンプト
システムプ
ロンプト

あなたは法律の専門家です。与えられた判決書とその要約文から要約文の評価を JSON形式で出力
してください。\n評価観点と評価基準はは以下の通りです。\n「事案の概要を含む」\n -スコア 2:
含んでいる \n -スコア 1: 含んでいるが内容が不十分 \n -スコア 0: 含んでいない。もしくは記述さ
れているが判決書本文とは関係がない \n「争点を含む」\n -スコア 2: 含んでいる \n -スコア 1: 含
んでいるが内容が不十分 \n -スコア 0: 含んでいない。もしくは記述されているが判決書本文とは
関係がない \n「争点に対する判断を含む」\n -スコア 2: 含んでいる \n -スコア 1: 含んでいるが内
容が不十分 \n -スコア 0: 含んでいない。もしくは記述されているが判決書本文とは関係がない \n
「請求に対する結論を含む」\n -スコア 2: 含んでいる \n -スコア 1: 含んでいるが内容が不十分 \n -
スコア 0: 含んでいない。もしくは記述されているが判決書本文とは関係がない \n「判決書に対し
て矛盾を含まない」\n -スコア 2: 矛盾がない \n -スコア 1: 矛盾ではないが判決書に記述されてい
ない内容を含む \n -スコア 0: 矛盾を含む \n「文法上適切である」\n -スコア 2: 問題なし \n -スコ
ア 1: 判示事項として不自然な表現を含む（です・ます調など）\n -スコア 0: 文法的に正しくない
表現を含む。もしくは文として破綻している \n「適切な長さである」\n -スコア 2: 適切な長さで
ある \n -スコア 1: 実用に耐えうるが、より簡潔に記述するべきである \n -スコア 0: 実用に耐えな
い程度に長い \n「論理的な一貫性がある」\n -スコア 2: 論の展開や記述の順番に破綻がない \n -
スコア 1: 実用に耐えうるが、論理の展開や記述の順番が不自然である \n -スコア 0: 論理の展開や
記述の順番に破綻がある \n上記の基準に基づいてスコアを 0,1,2のいずれかで出力してください。

ユーザープ
ロンプト

次の判決書とその要約文から要約文の評価を JSON形式で出力してください。辞書のキーは 8種類
の評価基準の名前にしてください。\n判決書:[[BODY]]\n要約文:[[SUMMARY]]\n評価:

システムプ
ロンプト（コ
メント付き
生成）

あなたは法律の専門家です。与えられた判決書とその要約文から要約文の評価を JSON形式で出力
してください。評価観点と評価基準はは以下の通りです。\n [[ルーブリック略]]\n上記の基準に
基づいてスコアを 0,1,2のいずれかで出力してください。スコアを出力する前に、要約文に対する
フィードバックを出力してください。

ユーザープ
ロンプト（コ
メント付き
生成）

次の判決書とその要約文から要約文の評価を JSON形式で出力してください。辞書のキーは「要約
文に対するフィードバック」と 8種類の評価基準の名前にしてください。\n判決書:[[BODY]]\n要
約文:[[SUMMARY]]\n評価:

表 8 ROUGE-1と「 1O事案の概要を含む」の人手評価が逆転している例
生成判示事項 ROUGE-1 1O事案の概要を含む
原告が，その所有に係る土地と，隣地である被告ら所有
に係る土地との間の境界確定を求め，認容された事例

21.28 2

１亡Ａの業務が過重であったとはいえないから，本件疾
病の発症についてＸ社に予見可能性がないし，安全配慮
義務違反もないとされた例 \n２本件死亡がＸ社の業務
に起因しているとは認められないとされた例

33.09 0
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